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10月から最低賃金改定 
東京1013円、最低は790円で格差は223円 

 

 2019年度の地域別最低賃金が確定しました。最高は東京の1013円で、神奈川の

1011円とともに初めて1000円を超えました。最低は青森・沖縄など15県の790円で、

東京との格差は223円になりました。新しい最低賃金は10月から適用となります（地

方ごとの額、適用日は２面の一覧表参照）。 

 全労連では、いますぐ、どこでも1000円以上、できるだけ早く1500円の最低賃金

を求めています。最低賃金が低すぎることが、労働者の購買力を弱め、景気を低迷

させる原因になっています。地方の低すぎる最低賃金は、労働力の流出をまねいて

います。全国一律最低賃金の確立が必要です。 

（参考）最低賃金と実際に支給された賃金の比較の方法 

 実際に支給された賃金を時間額に直して最低賃金と比較します。 

 比較する賃金には、①精皆勤・通勤・家族手当②臨時に払われる賃金③一時金④

時間外・休日・深夜割増賃金は含めません。これらを除いた額について、以下の計

算をして時間額をだし、それが各都道府県の最低賃金を下回っていれば違法です。 

 

◎固定給＋歩合給の場合 

 固定給部分：固定給÷所定労働時間＝固定給の時間額…Ａ 

 歩合給部分：歩合給÷ 総労働時間 ＝歩合給の時間額…Ｂ 

 Ａ＋Ｂ＝時間額 

 

◎オール歩合の場合 

 歩合給÷総労働時間＝時間額 

 

 （計算例） 

 労働時間：所定170時間、残業60時間、総労働時間230時間 

 賃  金：歩合給42％、割増賃金５％、一時金３％（半年ごと支給） とする。 

 営業収入が43万円だった場合、歩合給は、 43万円×42％＝18万600円 

               時間額は、 18万600円÷230時間＝785円 

 785円が、該当する県の最低賃金より低ければ、この賃金は最低賃金法違反です。 

 10月から最低賃金はどの県でも790円以上になります。  
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 2019年度 引上げ額 2018年度 ランク 発効日
北海道 861 26 835 C 10月3日
青　森 790 28 762 D 10月4日
岩　手 790 28 762 D 10月4日
宮　城 824 26 798 C 10月1日
秋　田 790 28 762 D 10月3日
山　形 790 27 763 D 10月1日
福　島 798 26 772 D 10月1日
茨　城 849 27 822 B 10月1日
栃　木 853 27 826 B 10月1日
群　馬 835 26 809 C 10月6日
埼　玉 926 28 898 A 10月1日
千　葉 923 28 895 A 10月1日
東　京 1013 28 985 A 10月1日
神奈川 1011 28 983 A 10月1日
新　潟 830 27 803 C 10月6日
富　山 848 27 821 B 10月1日
石　川 832 26 806 C 10月2日
福　井 829 26 803 C 10月4日
山　梨 837 27 810 B 10月1日
長　野 848 27 821 B 10月4日
岐　阜 851 26 825 C 10月1日
静　岡 885 27 858 B 10月4日
愛　知 926 28 898 A 10月1日
三　重 873 27 846 B 10月1日
滋　賀 866 27 839 B 10月3日
京　都 909 27 882 B 10月1日
大　阪 964 28 936 A 10月1日
兵　庫 899 28 871 B 10月1日
奈　良 837 26 811 C 10月5日
和歌山 830 27 803 C 10月1日
鳥　取 790 28 762 D 10月5日
島　根 790 26 764 D 10月1日
岡　山 833 26 807 C 10月2日
広　島 871 27 844 B 10月1日
山　口 829 27 802 C 10月5日
徳　島 793 27 766 C 10月1日
香　川 818 26 792 C 10月1日
愛　媛 790 26 764 D 10月1日
高　知 790 28 762 D 10月5日
福　岡 841 27 814 C 10月1日
佐　賀 790 28 762 D 10月4日
長　崎 790 28 762 D 10月3日
熊　本 790 28 762 D 10月1日
大　分 790 28 762 D 10月1日
宮　崎 790 28 762 D 10月4日
鹿児島 790 29 761 D 10月3日
沖　縄 790 28 762 D 10月3日

全国加重平均 901 27 874
（注）中央最低賃金審議会が答申した引上げの目安は、
　　　A=28、B=27、C＝26、D＝26円

2019年度地域別最低賃金


